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就労選択支援は、令和7年10月1日より施行されます。

就労選択支援とは

この法律において「就労選択支援」とは、就労を希望する障害者又は就労の継続

を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又

は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支

援を必要とするものとして主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他

の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに

就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の主務省令で定める事

項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適

切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整

その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

第五条の第13項

参考資料
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第13項 (令和7年10月1日施行)
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就労選択支援とは

参考資料
・厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 令和6年2月6日 p.33

障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用
して本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービスです。

5

就労系障害福祉
サービスの利用希望者

計
画
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談
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援
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業
所

就労選択
支援事業所

①アセスメント

②多機関連携会議

③関係機関等との連絡調整

④雇用事例等の情報収集・情報提供等

  （本人への情報提供等：随時）

障害者本人と協同

本人と協同して作成したアセスメント結果を
支給決定等において勘案

就労継続支援B型

就労継続支援A型

就労移行支援

就労系
障害福祉サービス利用

計
画
相
談
支
援
事
業
所

ハロー
ワーク等

企業等

一般就労等

アセスメント結果を踏まえて
職業指導等を実施



支給決定について
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（※） ただし、以下の場合は就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経て就労継続支援B型の利用が認められます。

・ 最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、

  近隣に就労選択支援事業所がない場合

・ 利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、 就労選択支援を受ける

までに待機期間が生じる場合

対象者について

参考資料
・厚生労働省 介護給付費等に係る支給決定事務等について (事務処理要領) 最終改正 令和7年6月 p.26
・厚生労働省 就労選択支援の実施について pp.2～3
・厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル p.5

サービス類型類型
新たに利用する意向が

ある障害者
既に利用しており支給決定の

更新の意向がある障害者

就労継続支援B型

現行の就労アセスメント対象者（下記以外の者）
令和7年10月から

原則利用（※）

希望に応じて利用
・ 50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者
・ 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般

企業に雇用されることが困難になった者
希望に応じて利用

就労継続支援A型
令和9年4月から

原則利用

就労移行支援 希望に応じて利用
令和9年4月から原則利用

（標準利用期間を超えて
更新を希望する者）

対象者は、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者、及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者です。

就労選択支援
事業所

就労選択支援
事業所
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サービス利用の流れ
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サービス利用までの流れ

利用者 市町村 計画相談支援事業所 就労選択支援事業所
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サービスの利用開始に向けた手続きの流れ

参考資料
・厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル p.13 4



同一法人事業所の利用について

就労継続支援や就労移行支援の利用者が、当該サービスに係る受給者証の更新や事業所の変
更を検討するに当たって就労選択支援を利用する場合、アセスメントや情報提供の客観性を担保す
るため、原則当該サービスを提供している事業所と同一の法人が運営する就労選択支援は利用で
きません。

参考資料
・厚生労働省 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定
に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日 障発第1031001号) 【新旧対照表】 最終改正 令和7年3月31日 p.254
・厚生労働省 就労選択支援の実施について p.11

就労選択支援
事業所

就労継続支援・
就労移行支援

事業所
利用中

サービス更新や事業所変更検討

同一法人

近隣に別の法人が運営する就労選択支援事業所や就労移行支援事業所がない場合は、
同一法人が運営する就労選択支援の利用ができます。
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1月のサービスの流れ

障害福祉サービス

一般就労に向けた
支援

参考資料
・厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル p.19

1週目 2週目 3週目 4週目

本人への情報提供等 （出口へ向けての）本人への情報提供等

①作業場面等を活用した状況把握
（アセスメント）

②多機関連携によるケース会議

③アセスメントシートの作成

④事業者等との連絡調整

ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
の
活
用
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① 作業場面等を活用した状況把握
（アセスメント）について

アセスメントは、個々の障害のある方のニーズに応じた働き方を検討することや個々人の能力
を最大限発揮するための環境を把握するために実施します。
アセスメントの実施内容は下記の通りです。

面談 標準化検査

職務分析

模擬的就労場面

職場実習

参考資料
・厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル pp.24～25
・厚生労働省 就労系障害福祉サービスにおける職業的アセスメントハンドブック p.11

ワークサンプル
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② 多機関連携によるケース会議

多機関連携によるケース会議は、本人や家族、地域の関係機関とアセスメント結果を共有し、
就労選択支援利用後の適切な支援につなげていくための会議です。
なお、ケース会議は本人の利用状況等に合わせて随時開催します。

依頼先の
関係機関

利用者（保護者）
必要に応じてその家族

就労選択支援
事業所

指定特定
相談支援事業所

現在利用している
障害福祉サービス

事業所等

ケース会議の構成機関 就労支援

・ ハローワーク ・ 障害者就業・生活支援センター

・ 地域障害者職業センター ・ 障害者職業能力開発校

・ 就労移行支援事業所 ・ 就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業所

・ 就労定着支援事業所 ・ 企業 等

地域生活

・ 福祉事務所 ・ 指定特定相談支援事業所

・ 医療機関 ・ 訪問看護ステーション ・ 社会福祉協議会

・ グループホーム ・ ヘルパーステーション

・ 地域若者サポートステーション

・ 生活困窮者自立支援事業 ・ 児童相談所 等

・ 市町村 ・ 特別支援学校

・ 高等学校 ・ 大学 ・ 専門学校 等

行政・学校

会議には本人の参加が必須です。
対面での実施が難しい場合等はテレビ電話装置等を活用した支援も可能です。

参考資料 ・厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル pp.26～27
・厚生労働省 就労選択支援の実施について pp.7～8
・厚生労働省 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
 （平成18年12月6日 障発第1206001号）【新旧対照表】 最終改正令和7年3月31日 p.177
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アセスメント

③ アセスメントシートの作成

アセスメントシートは作業場面等による状況把握（アセスメント）や本人、家族、関係機関等から
の聞き取り、その他本人に関する情報等を総合的にまとめ、本人の希望する就労支援を検討す
る際に活用します。

利用者や家族 関係機関

聞き取り

整理

・本人の現状
・強み
・課題
・特性
・配慮事項
・支援方法 等

参考資料
・厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル p.28 9

アセスメントシートの作成
本人や家族、関係機関等に
書面等をもって結果を伝える

※就労選択支援事業所は
   書面によって確実に相談
   支援員に結果を伝える。

就労選択支援事業所として
の所見（アセスメント情報から
言えることや仮説、考えられる
こと等）を記載。



④ 事業者等との連絡調整

就労選択支援事業所は、アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて障害福祉サービス事業、指定特定相談支援事業、
公共職業安定所 (ハローワーク)、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、教育機関、医療機関そ
の他の関係機関との適切な支援の提供のために必要な連絡調整を行います。

参考資料
・厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル pp.30～31
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1. 準備 2． 情報を伝える 3． 継続的に状況を把握

地域の社会資源等を把握し、
地域をアセスメントすることが
必要。

事業者等にスムーズにつなぐ
ために、関係機関とのつながり
も必要。

・指定特定相談支援事業所
・ 障害者就業・生活支援センター
・地域障害者職業センター
・公共職業安定所

(ハローワーク)
・ 企業等

次につなげる事業者等に、
アセスメント結果等の情報
を伝える。

情報を伝える際は、就労選択
支援事業所の評価結果だけ
ではなく、 今後継続的に関わ
る事業者等の立場になって、
事業者等が具体的な支援方
法を検討する際に参考になる
情報について説明できること
が望ましい。

サービス利用終了後も、 本人
がどのような状況になってい
るか、 関係機関とも連携して、
また、自身の支援を振り返っ
たり、地域の事業者等を知る
ことが大切。

｢協議会への定期的な参加、公共
職業安定所への訪問等により、
地域における就労支援に係る社
会資源、 雇用に関する事例等に
関する情報の収集に努めるととも
に、利用者に対して進路選択に
資する情報を提供するよう努めな
ければならない｣

主な事業者等
指定基準



他サービスとの関係
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就労継続支援B型
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就労継続支援B型のアセスメントについて

以下のいずれかに該当する場合、アセスメントを行うことなく、就労継続支援B型の利用が可能です。

参考資料
・厚生労働省 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領) 最終改正 令和7年6月 pp.28～29
・厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル p.5
・厚生労働省 就労継続支援Ｂ型に係る報酬・基準について≪論点等≫令和5年10月11日 p.1
・厚生労働省 就労選択支援の実施について p.2

いずれにも該当しない場合は就労継続支援B型を決定する前に
アセスメントが必要です。

就労経験がある者であって、
年齢や体力の面で一般企業に

雇用されることが困難となった者

50歳に達している者 障害基礎年金1級受給者

※ 就労経験には
就労継続支援A型も含まれます
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参考資料
・厚生労働省 介護給付費等に係る支給決定事務等について (事務処理要領) 最終改正 令和7年6月 pp.28～29
・厚生労働省 就労選択支援の実施について pp.2～3
・厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル p.5

就労継続支援B型の利用にあたって

就労継続支援B型の利用希望者（※以外）

■令和7年9月まで

就労継続支援B型の利用希望者（※以外）

■令和7年10月から

就労移行支援事業所等によるアセスメントにより、

就労面に係る課題等の把握を行う

14

既に利用しており支給決定の更新の意向がある者

原則は、就労選択支援事業所によるアセスメント

により、就労面に係る課題等の把握を行う

希望に応じて、就労選択支援事業所を利用
就労継続支援B型の利用希望者（※）

・50歳に達している者 ・障害基礎年金1級受給者

・就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者
※



参考資料
・厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル p.5

特別支援学校等の在学者について

特別支援学校等の在学者も就労選択支援の利用が可能です。

例えば特別支援学校を卒業後に就労継続支援B型を利用する場合、在学中に就労選択支援の利用ができます。

就労選択支援を受けるために登校できない日の出欠の扱いについては、

校長の判断により ｢選抜のための学力検査の受検その他教育上特に必要な場合で、校長が

出席しなくてもよいと認めた日数｣ として ｢ 出席停止 ・ 忌引等の日数 ｣ に計上することが可能です。

● 特別支援学校高等部の各学年で実施可能

● 職場実習のタイミングでの実施可能

● 在学中に複数回実施可能

【参考①】 就労選択支援のアセスメントにおける作業観察

・校内実習等の場面に就労選択支援事業者が出向いて、作業を観察する

支援員利用者 支援員

・就労選択支援事業所に通所して行う作業を観察する

就労選択支援
事業所

学 校

以下のような方法で実施が可能です。

利用者
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就労継続支援A型
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■令和9年4月から

参考資料
・厚生労働省 就労選択支援の実施について p.3
・厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル p.5
・厚生労働省 就労移行支援事業、就労継続支援事業(Ａ型、Ｂ型)における留意事項について(平成19年4月2日障障発第 0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)

【新旧対照表】 p.8

～就労継続支援A型の利用希望者～

就労継続支援A型の利用にあたって

就労継続支援A型の利用希望者

■令和7年10月から

原則は、就労選択支援事業所を利用

就労継続支援A型の利用希望者

新たに就労継続支援A型を

利用する意向がある

当面の間、就労継続支援Ａ型の利用に当たって就労選択支援を利用することは必須ではありません。
公共職業安定所において、就労継続支援Ａ型の利用を希望する障害者から相談があった場合には、利用者に対して必要な
支援を速やかに行う観点から就労選択支援を利用せずに公共職業安定所の判断で就労継続支援Ａ型の求人を紹介する場
合があります。

公共職業
安定所

相 談

求人紹介就労継続支援A型
利用希望者

＜当面の間＞

22

希望に応じて、就労選択支援事業所を利用



就労移行支援
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就労移行支援の標準利用期間について

参考資料
・厚生労働省 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領) 最終改正 令和7年6月 p.107
・厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル p.5
・厚生労働省 就労選択支援の実施について p.2

就労移行支援は、サービスの長期化を回避するため、標準利用期間が設定されています。
また1年間の利用期間では、十分な成果が得られず、かつ、引き続きサービスを提供することによる改善効果が
具体的に見込まれる場合には、標準利用期間の範囲内で1年ごとに支給決定期間の更新が可能です。

なお、標準利用期間を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合、市町村審査会の個別審査を経て、必要性
が認められた場合に限り、最大1年間（原則1回）の更新が可能です。

標準利用期間 2年間 ＋ 最大1年間の更新市町村審査会の個別審査を経て、
必要性が認められた場合

標準利用期間 2年間 就労選択支援による
アセスメント

25

市町村審査会の個別審査を経て、
必要性が認められた場合

就労選択支援による
アセスメント

～令和9年3月まで

令和9年4月以降



■令和9年4月から

参考資料
・厚生労働省 就労選択支援の実施について p.2
・厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル p.5

～就労移行支援の利用希望者～

就労移行支援の利用にあたって

就労移行支援の利用希望者

■令和7年10月から

標準利用期間を超えて、

就労移行支援の更新を希望する

希望に応じて、就労選択支援事業所を利用

原則は、就労選択支援事業所を利用

就労移行支援の利用希望者

26



計画相談支援

27



就労選択支援と計画相談支援との関係

参考資料 ・厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル p.14       ・厚生労働省 就労選択支援の実施について p.13

就
労
選
択
支
援

利
用
前

就
労
選
択
支
援

利
用
中

就
労
選
択
支
援

利
用
後

サービス等利用計画案を作成

支給決定

サービス担当者会議実施後、サービス等利用計画を作成

指定特定相談支援事業所が就労選択支援事業者がアセスメントの結果の
作成に当たって開催する会議（多機関連携によるケース会議）に参加するこ
とに加えて、サービス提供場面を訪問するなどの算定要件を満たす場合は、
「サービス提供時モニタリング加算」を算定可。

サービス等利用計画案を作成

支給決定

サービス担当者会議実施後、サービス等利用計画を作成

就労選択支援にはサービス管理責任者がいない為、指定相談支援事業所は管理者または就労選択支援員に
必要な連絡を行います。

28



セルフプラン・ケアプラン

セルフプラン

就労選択支援事業者は市町村等と積極的な連携を行いながら、必要に応じて、依頼元の関係機関や、
他の就労支援機関等とも連携し、情報共有を行います。

ケアプラン

参考資料
・厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル p.14
・厚生労働省 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領) 最終改正 令和7年6月 p.135

申請者が介護保険制度のサービスを利用する場合、原則居宅サービス計画・介護予防サービス計画
（ケアプラン）の作成対象者となります。
ただし、就労選択支援等の障害福祉サービス固有のサービスの利用を希望する場合であって、市町村が
サービス等利用計画案の作成が必要と認める場合には計画相談支援を利用することが可能です。

申請者(65)

障害福祉

ケアプランの作成対象者

申請者(65)
介護保険

就労選択支援

介護保険

ケアプランの作成対象者

サービス等利用計画案の作成対象者

29



就労選択支援と就労系障害福祉サービスとの関係

参考資料
・厚生労働省 就労移行支援事業、就労継続支援事業(Ａ型、Ｂ型)における留意事項について(平成19年4月2日障障発第 0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）

【新旧対照表】 pp.4～5,9～10,12
・厚生労働省 就労選択支援の実施について p.13

就労系障害福祉サービスを利用する中で、利用者本人の就労に関する意向や知識、能力等に変化
が見られる場合があり、客観的なアセスメントを受けることが利用者本人にとって就労に向けて効果
的である場合があることから、令和7年10月以降は、計画相談支援を行う者等と連携し、定期的に就
労選択支援に関する情報提供を行います。

就労選択支援に
関する

情報提供

連 携

指定特定相談
支援事業所等

就労系障害福祉
サービス

就労系障害福祉
サービス利用者

令和7年10月以降

例：支給決定更新時
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報酬について

11



基本報酬について

サービスを提供した場合、1日につき1,210単位を算定します。

アセスメント結果の
関係機関との連絡調整アセスメント 等

障害者就業・生活支援センター、
公共職業安定所
その他の関係機関

指定基準第173条の7及び第173条の8第1項に定めるもののうち未実施の事項がある場合は
就労選択支援サービスを適切に提供しておらず、就労選択支援の基本報酬は算定できません。
ただし、利用者の責めに帰すべき事由により未実施の事項がある場合は、実施できたところま
で基本報酬を算定して差し支えありません。

指定基準第173条の7 指定基準第173条の8第1項

参考資料
・平成18年 厚生労働省告示第523号 別表第11の2の1
・厚生労働省 就労選択支援の実施について pp.5～7
・厚生労働省 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に
  伴う実施上の留意事項について（平成18年10月31日 障発第1031001号）【新旧対照表】 最終改正令和7年3月31日 p.254
・厚生労働省 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について（平成18年12月6日 障発第1206001号）

【新旧対照表】 最終改正令和7年3月31日 pp.177～179 12



基本報酬について

利用者に対して、 直接支援を行った場合に報酬算定の対象となります。

☏
企業

利用者

利用者

利用者の参加を伴わない場合は算定対象としません。

参考資料
・厚生労働省 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に
  伴う実施上の留意事項について（平成18年10月31日 障発第1031001号）【新旧対照表】 最終改正令和7年3月31日 p.254
・厚生労働省 就労選択支援の実施について p.7
・厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル p.20

利用者が同席する
多機関連携によるケース会議

企業訪問

関係機関との連絡調整等のみ

13



他サービスの同日利用について

19



日中活動サービスについて

日中活動サービス等の支給量は

原則の日数（当該月の日数から8日を控除した日数）が上限です。

複数の日中活動サービス等を組み合わせて利用する場合は、

複数サービス合わせた支給量の合計が「原則の日数」以下である必要があります。

参考資料
・厚生労働省 日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について 最終改正 令和7年3月31日 ｐ.2

支給量の決定

ただし、
同一日に就労選択支援と他の日中活動サービス等を利用した場合の支給量は１日とします。

20

日中活動サービス等…生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労選択支援



他サービスの同日算定について

放課後等デイサービス 障害児入所支援

生活介護

就労移行支援生活訓練

就労継続支援A型

機能訓練

就労継続支援B型

日中活動サービス

参考資料
・厚生労働省 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領） 最終改正令和7年6月 pp.78～79
・厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル p.48
・厚生労働省 就労選択支援の実施について pp.10～11

24



本日はご参加頂きありがとうございました。
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